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後
納
制
度
と
は
、
時
効
に
よ
り
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
２
年
以
上
前
の
国
民
年

金
保
険
料
を
、
過
去
５
年
分
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
こ

の「
後
納
制
度
」が
、
平
成
30
年
９
月
30
日

（
日
）で
終
了
し
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
年
金
を

受
給
す
る
た
め
に
不
足
し
て
い
た
受
給
資
格

を
得
ら
れ
る
可
能
性
や
将
来
受
け
取
る
年
金

額
が
増
額
し
ま
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
方
は
、
９
月
28
日

（
金
）ま
で
に
最
寄
り
の
年
金
事
務
所
で
手
続

し
て
く
だ
さ
い
。（
※
９
月
29
日（
土
）、
30

　

全
国
の
法
務
局
で
は
、
各
種
相
続
手
続
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る「
法
定
相
続
情
報

証
明
制
度
」の
取
扱
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
相
続
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
を
行
う
際
に
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
戸
籍
謄

本
等
を
取
得
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
口
に
何
度
も
出
し
直
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
法

務
局
に
戸
籍
謄
本
等
を
提
出
し
、
相
続
関
係
を
一
覧
に
し
た
証
明
書（
法
定
相
続
情
報
）の

交
付
を
受
け
、
こ
の
証
明
書
を
各
関
係
機
関
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
戸
籍
謄
本
等
の
書
類

を
何
度
も
出
し
直
す
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
は
、
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
を
相
続
税
の
申
告

に
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
、
相
続
に
関
す
る
各
種
手
続
の
負
担

が
軽
減
で
き
ま
す
。

　
「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」の
詳
し
い
内
容
や
手
続
方
法
は
、

法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
法
務

局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

千
葉
地
方
法
務
局
匝
瑳
支
局　
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）０
３
３
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（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）http://ho

um
ukyo

ku.m
o
j.go.jp/chiba/page0

0
0
1
9
6
.htm

l

日（
日
）は
窓
口
が
開
い
て
い
な
い
た
め
、
手

続
で
き
ま
せ
ん
。） 

　

な
お
、
60
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
は
、
後
納
制
度
の
利
用
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
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７
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０
０
３
）０
０
４

※ 
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に
な
る
場
合
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　人が居住する建物や世帯などに関す

る実態を明らかにし、住生活に関連す

る施策の基礎資料とするため、10月1

日現在で住宅・土地統計調査を実施し

ます。

　9月中旬から、「調査員証」を携行し

た調査員が調査をお願いする世帯に伺

います。この調査は、パソコンやスマ

ートフォンを使って、より簡単に回答

することもできますので、調査の趣旨

をご理解いただき、ご回答をお願いし

ます。

企画財政課企画調整班

　☎84－1218

　人の1日の移動を把握し、暮らしや

すい都市づくりの検討を進めるため、

千葉県は横芝光町と共同で、9月～12

月にかけて、交通に関する「東京都市

圏パーソントリップ調査」を実施します。

　この調査結果は、将来の道路網計画

や災害時の帰宅困難者対策の検討等に

広く利用できます。

　調査実施にあたり、住民基本台帳を

基に無作為に選んだ世帯を対象に、調

査票をお送りしますので、調査票が届

きました際には、ご協力をお願いします。

千葉県都市計画課

　☎043－223－3161

ご協力をお願いします
東京都市圏パーソン
トリップ調査

2018.9.15


